
 

  

 

 

 

































































令和2年度 燕市国民健康保険
特別会計決算の概要について

燕市国民健康保険

令和3年8月

資料①-2



諸収入

36百万円

(0.5%)

繰越金

83百万円

(1.2%)

繰入金

514百万円

(7.3%)

財産収入

0.06百万円

(0.0%)

県支出金

4,890百万円

(69.4%)

国庫支出金

17百万円

(0.2%)

使用料及び手数料

1.0百万円

(0.0%)
国民健康保険税

1,512百万円

(21.4%)

総務費

113百万円

(1.7%)

保険給付費

4,787百万円

(69.8%)

国民健康保険事業費納付金

1,836百万円

(26.8%)

保健事業費

73百万円

(1.1%)

基金積立金

8百万円

(0.1%)

諸支出金

35百万円

(0.5%)

15,668

15,324

15,245

49.3%

50.6%

51.8%
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データ：燕市事業年報

（すべて年度末時点）

◆令和2年度国民健康保険会計決算の概要

※表中の数字は項目ごとに四捨五入しているため
総額が一致しない場合がある。

歳入
7,053
百万円

歳出
6,852
百万円

データ：燕市国民健康保険特別会計決算

H30年度 R01年度 R02年度

9,616世帯 9,567世帯 9,655世帯

15,668人 15,324人 15,245人

 前期高齢者 7,721人 7,755人 7,893人

 (全体に占める
　割合)

(49.3%) (50.6%) (51.8%)

 世帯数

 被保険者数

1



R01年度
決算

R02年度
最終予算

R02年度
決算

決算比較
（R02-R01）

①総務費 105 118 113 8

②保険給付費 5,014 5,149 4,787 ▲ 227

③国民健康保険事業費
納付金

1,871 1,836 1,836 ▲ 35

④財政安定化基金拠出金 0 0.001 0 0

⑤保健事業費 96 108 73 ▲ 23

⑥基金積立金 91 8 8 ▲ 83

⑦諸支出金 31 40 35 4

⑧予備費 0 10 0 0

【合計】 7,209 7,270 6,852 ▲ 357

◆令和2年度燕市国民健康保険特別会計決算

R01年度
決算

R02年度
最終予算

R02年度
決算

決算比較
（R02-R01）

①国民健康保険税 1,487 1,397 1,512 25

②使用料及び手数料 0.9 0.7 1.0 0.1

③国庫支出金 0.2 18 17 16.8

④県支出金 5,128 5,231 4,890 ▲ 238

⑤財産収入 0.06 0.07 0.06 0

⑥繰入金 519 525 514 ▲ 5

⑦繰越金 125 83 83 ▲ 42

⑧諸収入 31 15 36 5

【合計】 7,292 7,270 7,053 ▲ 239

◆歳入 ◆歳出

※表中の数字は項目ごとに四捨五入しているため、総額が一致しない場合が
ある。

（単位：百万円） （単位：百万円）

2データ：燕市国民健康保険特別会計決算

歳入では、高額レセプトの減少等により歳出「保険給付費」が2億2,733万円減少したことで、財源である普通交付金（県支出金の一部）も減少し、
歳入「県支出金」全体で2億3,858万円の減となっています。そのほか、国民健康保険税では滞納繰越分に係る収入増、新型コロナウイルス感染症対策
の保険税減免に係る国の財政支援措置に伴う国庫支出金の増があったものの、前年度繰越金が減となっているため、歳入全体としては2億3,917万円
（3.3％）の減となっています。

歳出では、保険給付費の減少のほか、新型コロナウイルス感染症の影響による特定健診の受診率の低下などにより保健事業費が2,317万円減少したほ
か、繰越金の一部を積み立てている基金について積立額が8,300万円減少したことから、歳出全体として3億5,720万円（5.0％）の減となっていま
す。

歳入歳出差引額は2億56万円と、前年繰越額より1億1,804万円の増になっています。
また、基金については、令和2年度中に846万円を積み立て、令和2年度末残高が 8億7,248万円となっております。
国民健康保険特別会計の資産（繰越額と基金残高の合計）としては、令和2年度末で10億7,304万円となり、 1億2,650万円の増となっています。

R01年度末
残高

R02年度
積立額

R02年度
取崩額

R02年度末
残高

864 8 0 872

◆基金の状況 （単位：百万円）



◆平成30年度からの国保財政の仕組み

3

平成29年度以前 平成30年度以降

支出

燕市の国保会計

支出

燕市の国保会計

支出

新潟県の国保会計

収入

収入

収入
公費 公費

公費

定率国庫負担金
保険料軽減分等

保険料軽減分等

定率国庫負担金等

保険税

国保事業費納付金

保険税

普通交付金

財源

保険給付保険給付

財源

○新潟県が財政運営の責任主体となり、県内市町村ごとの医療費水準・所得水準を考慮し、国保事
業費納付金を決定します。

○燕市は、新潟県が決定した納付金を納付します。
○燕市が保険給付に必要な費用は、新潟県から普通交付金として全額交付されます。

医療費の高騰により、公費や保険税で保険給付を賄
えない場合、基金取崩や一般会計からの繰入金などに
より財源不足を補う必要がありました。

新潟県は、県内市町村の国保財政の「入り」と「出」を管理することになります。
燕市は、国保事業費納付金を納められるよう税率を調整する必要があります。

保険給付に係る収支のイメージ

財
源 財
源



国保の保険税は、新潟県が算定する「国民健康保険事業費納付金」の額から、
国県の補助金や繰入金を差し引いた分が国保税額の総額になります。
世帯ごとに課税となり、所得割（世帯の被保険者の所得に応じて計算）＋均等
割（世帯の被保険者数に応じて計算）＋平等割（１世帯あたりの年間定額）で
保険税が決まります。

医療保険分

国保の保険税として、医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分を合わせ
て納めます。介護保険分については、40～6４歳の人（介護保険の第2号被保
険者）が納めます。
令和2年度の燕市国民健康保険税は15億1,228万円で、滞納繰越分の収入増
により対前年度で2,534万円増加しています。

後期高齢者
支援金分

（40～64歳）
介護保険分

◆歳入の概要

①国民健康保険税 1,512,275,463円（＋25,338,348円）

②使用料及び手数料 957,500円（ ＋69,200円）

国民健康保険税の督促手数料です。

③国庫支出金 17,450,000円（＋17,230,000円）

東日本大震災に伴う原発事故で避難された方に対し、国保税と医療機関に受診
した際の自己負担金の減免を行っています。この減免により増加した燕市の負
担に対して、国から補助金が交付されます。
そのほかにも、国の財政支援措置に該当する事業について、負担金や補助金が
交付されます。

④県支出金 4,889,647,074円（▲238,583,510円）

県支出金は、「保険給付費等交付金」と「財政安定化基金交付金」からな
ります。
主となる「保険給付費等交付金」は、「普通交付金」と「特別交付金」に
大別され、前者は燕市が支給する保険給付費と同額が交付され、後者は燕
市の医療費適正化に向けた取り組みや特別な事情により発生した財政負担
に対して交付されます。
また、市町村の責めによらない事情により収納率が低下し、財政悪化が見
込まれる場合に、新潟県が設置した財政安定化基金の一部を取り崩して貸
付または交付を受けることができます。

⑤財産収入 64,623円（＋6,418円）

基金の運用によって生じた利息です。生じた利息は、全額を歳出の基金積
立金から支出し、財政調整基金に積み立てます。

⑥繰入金 514,287,276円（▲5,144,783円）

一般会計繰入金は、国の基準による法定繰入と市の基準による法定外繰入
があり、それぞれの基準に合わせて繰入を行っております。

⑦繰越金 82,525,863円（▲42,574,508円）

前年度国保特別会計からの繰越金になります。

⑧諸収入 35,538,240円（＋4,492,889円）

国民健康保険税の未納に係る延滞金及び加算金などからなります。

繰入金では、低所得者に対する保険税軽減相当額を公費で補てんする目的
（保険基盤安定繰入）や国保担当職員の人件費などに対して繰入が行われ
ます。
このうち保険基盤安定繰入金は、国保税とともに「国民健康保険事業費納
付金」を新潟県に納付するための主な財源となっています。

令和2年度においては、東日本大震災に伴う減免のほか、新型コロナウイルス
感染症対策に伴う保険税の減免に係る財政支援措置769万円や、医療保険の
オンライン資格確認等システム導入に伴うシステム改修費に対する補助金
964万円が交付されたことにより、大幅な増額となっています。

4データ：〈国保の保険税〉・燕市国民健康保険特別会計決算

平成30年度国民健康保険制度改革により「普通交付金」が新設され、こ
れにより市町村において急な医療費増が発生しても同額が交付されるため、
財政の安定化が図られます。
また、特別交付金のうち医療費適正化の取り組みに応じて交付される「保
険者努力支援制度」では、指標ごとの評価を点数化し順位づけされます。
燕市は、令和2年度において全国241位（県内7位）の評価を得ています。



◆歳出の概要

①総務費 113,460,925円（＋8,215,125円）

国民健康保険事業の管理運営にかかる全体的な経費になります。

令和2年度において、医療保険のオンライン資格確認等システム導入に向けた
システム改修（964万円）を行ったため、総務費全体で822万円の増加となっ
ています。

②保険給付費 4,786,952,444円（▲227,330,357円）

主に国民健康保険被保険者が受けた診療に対して給付される費用で、療養給付
費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などがこれに該当します。

国民健康保険特別会計歳出において、その大部分（69.8％）を占めています。
令和2年度の保険給付費は、超高額の診療報酬が減少したことにより、療養給
付費や高額療養費で減少となっています。

③国民健康保険事業費納付金 1,835,617,722円(▲35,822,613円)

新潟県国民健康保険特別会計への燕市負担分になります。

新潟県が推計する県全体の保険給付費から国の負担金等を差し引いたものを、
人数と所得に応じて市町村ごとに配分し、市町村は「国民健康保険事業費納付
金」の「医療給付費分」としてこれを納付します。
また、これまで市町村ごとに納付していた「後期高齢者支援金」と「介護納付
金」は平成30年度より新潟県が納付することとなり、市町村ごとの負担分を
それぞれ「後期高齢者支援金分」、「介護納付金分」として新潟県に納付しま
す。

④財政安定化基金拠出金 0円（±0円）

新潟県が設置した財政安定化基金の一部を取り崩し、貸付または交付を受
けた場合に、再積立に必要な費用を拠出します。

⑤保健事業費 72,549,318円（▲23,166,869円）

保健事業費は、特定健診に対する勧奨案内などの特定健康診査等事業費
と、燕市が行う各保健事業に関する保健事業費で構成されています。

⑥基金積立金 8,462,623円（▲83,002,953円）

過年度分の国庫返還金や国民健康保険税の還付金・還付加算金、延滞金な
どからなります。

⑦諸支出金 35,141,303円（＋3,905,880円）

⑧予備費 ０円（±０円）

歳入の「⑧財産収入」に計上した金額を、この基金積立金へ積み立てま
す。また、前年度からの繰越金の一部を積み立てています。

予定した経費の不足、または未計上の経費の必要に備えて、歳出予算に計
上する経費です。

燕市の特定健康診査等事業としては、未受診者に対する受診勧奨案内の発
送や、生活習慣改善のための特定保健指導を行っています。
また、ジェネリック差額通知、慢性腎臓病（CKD）進行予防事業、糖尿病
性腎症重症化予防事業、COPD検診、残薬・ポリファーマシー対策事業な
ど、燕市独自で様々な保健事業に取り組んでいます。
令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響で、集団健診の
受診勧奨の見合わせ、受診率低下に伴う委託料の減少、呼吸器系の検診で
あるCOPD検診の実施見合わせなどにより、大幅な減少となっています。

5データ：燕市国民健康保険特別会計決算

【一般+退職】

年度
平均
被保数

療養費 高額療養費 その他

20,139人 @236,856 4,770,044,486円 @269,198 5,421,371,679円
97.34% 102.05% 99.33% 101.83% 99.12%

19,376人 @242,188 4,692,635,932円 @275,514 5,338,354,037円
96.21% 102.25% 98.38% 102.35% 98.47%

18,641人 @261,190 4,868,835,635円 @299,696 5,586,641,107円
96.21% 107.85% 103.75% 108.78% 104.65%

17,638人 @249,765 4,405,355,610円 @286,331 5,050,307,585円
94.62% 95.63% 90.48% 95.54% 90.40%

16,618人 @260,476 4,328,582,046円 @298,746 4,964,569,308円
94.22% 104.29% 98.26% 104.34% 98.30%

16,030人 @269,508 4,320,212,847円 @310,381 4,975,399,845円
96.46% 103.47% 99.81% 103.89% 100.22%

15,519人 @279,585 4,338,883,050円 @323,106 5,014,282,801円
93.39% 107.34% 100.24% 108.15% 101.00%

15,365人 @269,073 4,134,304,458円 @311,549 4,786,952,444円
99.01% 96.24% 95.28% 96.42% 95.47%

15,258人 @281,416 4,293,839,000円 @324,196 4,946,583,000円
99.30% 104.06% 103.33%

保険給付費合計

※保険給付費の推移（燕市支払分）

療養給付費

H25年度 33,052,198円 573,643,879円 44,631,116円

H26年度 34,874,213円 569,848,661円 40,995,231円

H27年度 34,905,037円 640,397,966円 42,502,469円

H28年度 32,344,405円 582,800,111円 29,807,459円

H29年度 30,434,292円 577,362,008円 28,190,962円

H30年度 25,098,955円 601,982,079円 28,105,964円

R3年度
当初

27,240,000円 593,981,000円 31,523,000円

※
参
考
　
保
険
給
付
費
の
推
移

決算 31,431,294円 595,353,811円 25,862,881円

R1年度 27,894,652円 619,035,582円 28,469,517円

市町村は、貸付または交付を受けた翌々年度から３年の間に、取り崩し額
（交付の場合は1／3）を拠出します。
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◆医療費の推移

一人当たりの医療費（円）

3,573百万円

3,604百万円

3,621百万円

3,618百万円

3,634百万円

2,488百万円
2,336百万円

2,306百万円

2,323百万円

2,021百万円
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H28年度 H29年度 H30年度 R01年度 R02年度

前期高齢者 64歳以下

5,655百万円

（百万円） 総医療費の推移

61.1%59.0%

60.7%

総医療費

前

期

高

齢

者

5,927百万円
6,061百万円

5,940百万円

一人当たり医療費は平成28年度以降増加傾向にあったが、超高額の診療報酬が減少したことにより、令和2年度は総医療費ともに減少となっています。

前期高齢者に係る医療費については、被保険者数が増加しているものの、総医療費はほぼ横ばいに推移しています。そのため、一人当たりの医療費として
は、令和2年度は平成30年度と同程度まで減少しています。

6データ：燕市事業年報

64

歳

以

下

64
歳
以
下

64.3%

60.9%

5,941百万円
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円
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一人当たり納付金（円）

61.1%59.0%

60.7%

平成30年度制度改革により、保険給付に係る費用については県から交付される普通交付金で全て賄われることとなり、市町村は県に国民健康保険事業費
納付金を納めることになりました。これにより市町村は単年度の急激な医療費の高騰に対する財源不足の心配をする必要がなくなりました。
平成30年度以降においては、国民健康事業費納付金を納める財源確保が国民健康保険の財政運営に必要不可欠となっています。
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区分 事業名 事業の目的及び概要

実施年度
実施状況

（アウトプット評価）
効果・課題

H28 H29 H30 R01 R02

①
短
期
で
効
果
の
あ
る
事
業

ジェネリック医薬
品の使用促進事
業（差額通知）

【目的】 医療費の削減他
【Ｈ30年度】

通知12回・通数5,382通
普及率（数量ベース）77.61％ ※新基準
効果実績（医療費ベース）

12ヶ月 101,930千円
【R01年度】

通知12回・通数4,167通
普及率（数量ベース）80.40％ ※新基準
効果実績（医療費ベース）

12ヶ月 109,668千円
【R02年度】

通知12回・通数4,195通
普及率（数量ベース）83.58％ ※新基準
効果実績（医療費ベース）

12ヶ月 117,471千円

Ｈ24年度実施時の削減効果額は、医療費ベース
で年間15,514千円程度であったが、R02年度実績
では117,471千円程度となり、事業実施からの累
計では、R02年度末に概ね681,129千円にのぼる
状況である。
なお、厚生労働省がR2年9月までの達成目標とし
ていた80％は、これらを達成すべく、普及拡大へ
の取り組みをより一層進めてきたなかで、R02年
度には83.58％と、80％以上とする目標値は既に
達成することができた。
厚生労働省はR2年9月時点で78.3％だった数値を
「R5年度末までに全ての都道府県で80％以上」と
すると示している。

今後、更なる使用促進に向け、事業を推進してい
く必要がある。

【概要】

現在処方されている先発医薬品を後発医薬
品（ジェネリック医薬品）に変えた場合、窓口
で支払う金額が安くなる被保険者に対して、
その差額を通知することで、後発医薬品
（ジェネリック薬）の普及拡大を図る。

柔道整復療養費
の適正受診対策
事業

【目的】 医療費の適正化 【H30年度】
調査人数 31名
【R01年度】
調査人数 43名
【R02年度】
調査人数 103名（共同事業により増加）

これまで市で行っていたが、令和2年度より新潟
県国民健康保険団体連合会における共同事業
として業務委託により実施することとなった。
事務効率や点検精度の向上が図られ、柔道整

復療養費に係る患者調査を円滑実施するため、
データ点検による対象者の抽出、調査票の作成、
回答結果との突合などを共同処理により実施し
た。

【概要】

国民医療費の伸びを上回る療養費の状況を
踏まえ、療養費の中で大きなシェアを占める
本療養費の適正化への取組の一環として、
多部位、長期又は頻度が高い施術を受けた
被保険者への調査を実施する。

多受診者への
訪問指導

【目的】 医療費の適正化
【Ｈ30年度】保健指導者数（個別訪問）
・重複受診者 4名（ 3名訪問）
行動変容者 2名

・頻回受診者 17名（11名訪問）
行動変容者 8名

・重複服薬者 9名（ 7名訪問）
行動変容者 7名

【R01年度】保健指導者数（個別訪問）
・重複受診者 8名（ 3名訪問）

行動変容者 3名
・頻回受診者 16名（12名訪問）

行動変容者 7名
・重複服薬者 15名（11名訪問）

行動変容者 11名
【R02年度】保健指導者数（個別訪問）
・重複受診者 3名（ 2名訪問）
・頻回受診者 6名（ 5名訪問）
・重複服薬者 9名（ 6名訪問）

（※行動変容者の分析結果は9月予定）

Ｈ25年度から、燕市独自で構築している国保医療

データベースから、「重複受診者」「頻回受診者」
「重複服薬者」の定義により対象者を1次特定し、

さらにその対象者から独自で定義した除外項目
（癌患者、難病患者、精神疾患患者他）により除
外した結果に、直近の受診状況等最新情報ある
いは、より指導効果が現れやすい情報（年齢等）
を加味し指導対象者を特定する方法で変更実施
をしている。直近の効果分析では、行動変容者が
約7 ～8 割となっており、一定の効果をあげている。

【概要】

多受診（重複・頻回受診者・重複服薬者）は、
医療費高額化の要因となっており、これらの
患者に対して正しい受診行動に導く保健指
導は重要である。そのために効果的な保健
事業となるよう正確な多受診者の把握とその
傾向を把握し、「指導対象者集団の特定」「適
切な指導実施方法の確立」「事業の評価方
法」について本市の医療費分析を基に対象
者を特定し的確な保健指導を実施する。
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区分 事業名 事業の目的及び概要

実施年度

実施状況
（アウトプット評価）

効果・課題

H28 H29 H30 R01 R02

①
短
期
で
効
果
の
あ
る
事
業

残薬対策（節薬
バッグ）事業

【目的】
・医療費の削減他
・誤飲や不適切服薬による服薬被害の防止

【H30 年度】
①配布数 合計 1,794 人

一斉発送 7 月 1,774 人
窓口配布 3 月末現在 20 人

②薬価による効果額 合計 337,362 円
再利用可能薬剤 327,312 円
廃棄分薬剤 10,050 円

③持参人数 合計 150 人

【R01 年度】
①配布数 合計 619 人

一斉発送 7 月 592 人
窓口配布 3 月末現在 27 人

②薬価による効果額 合計 100,658 円
再利用可能薬剤 100,658 円
廃棄分薬剤 0 円

③持参人数 合計 65 人

【R02 年度】
①配布数 合計 461 人

一斉発送 9 月 439 人
窓口配布 3 月末現在 22 人

②薬価による効果額 合計 79,224 円
再利用可能薬剤 79,224 円
廃棄分薬剤 0 円

③持参人数 合計 36 人

R02 年度において、4 剤以上長期処方されてい
る40 歳以上の方（439 人）を対象に、「節薬
バッグ」を439 人に発送した。また、年度末ま
でに22 人の希望者が来庁し、窓口配付を行っ
た。
※R02 年度から対象年齢の範囲を5 0 歳以上から
40 歳以上に拡大

燕市薬剤師会協力により持参された薬剤の薬
価を集計することで、医療費の節約や有効期
限切れ薬剤の回収効果を把握。
H30 年度において、薬価による効果額合計は
337,362円であり、R01年度実績100,658円、
R02年度実績79,224円となり、事業実施からの累
計では、R02年度末に517,244円の医療費節約効
果があった。

※1 再利用可能薬剤は医療費の節約の目安と
して、廃棄分薬剤は回収量の目安として、
薬価を採用しています。

※2 ②薬価による効果額及び③持参人数には、
国民健康保険加入者以外の方の数値を含ん
でいます。

【概要】

飲み残しや使いきれなかった薬剤を調剤薬
局に持参することで、再利用可能か判断する。
再利用可能な場合は数量を調整することで、
医療費の削減につながり、再利用不可能な
場合は回収することで不適切服薬の防止に
つなげる効果が期待される。
燕市国民健康保険の加入者のうち1ヶ月に4
剤以上長期処方されている40歳以上の方を

対象に、節薬（せつやく）バッグを配布するこ
とで、家庭に残っている薬剤の再利用・回収
を促す。
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区分 事業名 事業の目的及び概要

実施年度

実施状況
（アウトプット評価）

効果・課題

H28 H29 H30 R01 R02

①
短
期
で
効
果
の
あ
る
事
業

ポリファーマシー
（多剤投与等）対
策事業

【目的】
・医療費の適正化
・多剤服薬に伴う薬剤被害の減少

【H30年度】
①通知回数 6回
②通知数 1,038通

【R01年度】
①通知回数 8回
②通知数 993通

【R02年度】
①通知回数 8回
②通知数 1,000通

令和2年度の事業を実施したR02年8月分からR03
年3月分までの効果分析では、

【医療費に対する効果】
・医療費（薬剤）ベース 2,675,844円削減

【医薬品種類数に対する効果】
・対象者一人当たり医薬品種類数
11,5種類から10,2種類に減少
（減少数）1,3種類

【健康被害抑制に対する効果】
・重複服薬の該当者数
72人から17人に減少（減少数）55人

・飲み合わせの悪い相互作用（禁忌）の該当者数
2人から0人に減少
（減少数）2人（全員）

・慎重投与の該当者数
471人から427人に減少
（減少数）44人

医療費（薬剤）ベースによる削減効果額は、H30
年度において1,125,414円であり、R01年度実
績▲1,801,051円、R02年度実績2,675,844円と
なり、事業実施からの累計では、R02年度末に
2,000,207 円の医療費削減効果があった。
なお、医薬品種類数に対する効果及び健康被害
抑制に対する効果についても、いずれも減少して
おり、薬による健康被害のリスクの軽減に一定の
効果があったと考えています。

【概要】

燕市国民健康保険の加入者のうち1ヶ月に2
医療機関以上を受診し、6剤以上長期処方さ
れている60歳以上の被保険者を対象に、服

薬情報通知書（服薬情報のお知らせ）を通知
する。

被保険者は、薬剤師もしくは医師に通知を持
参し、残薬、多剤併用、相互作用、重複服薬、
副作用等のヒアリングを行う。

処方の変更が必要であれば、医師は通知等
を基に処方の再構築・多剤併用等を改善・解
消することにより、医療費の適性化、多剤服
薬に伴う健康被害の抑制につながる効果が
期待される。
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区分 事業名 事業の目的及び概要

実施年度
実施状況

（アウトプット評価）
効果・課題

H28 H29 H30 R01 R02

◆
デ
ー
タ
分
析

燕市医療データ
ベース作成（レセ
プトデータ及び特
定健診結果）及び
医療費分析作成

【目的】 国保被保険者の健康状態を明確にし、的確
な保健指導に役立てる。

【データベース活用状況】
①医療費分析（H24～R1年度）
②追加健診
③重複頻回受診
④重症化予防事業
・慢性腎臓病（ＣＫＤ）
・糖尿病性腎症
・胃がんリスク検診（平成30年度終了）
・慢性閉塞性肺疾患（COPD）検診
・脳梗塞再発予防

⑤残薬対策（節薬バッグ）事業
⑥ポリファーマシー（多剤投与等）対策事業

このデータベースを活用した事業は、ジェネリック
医薬品差額通知を除き、H28年度新規事業の脳
梗塞再発予防、H30年度新規事業の残薬対策

（節薬バッグ）事業、ポリファーマシー（多剤投与
等）対策事業を加え、8事業を実施した。事業効果

の分析も随時実施しており、的確な保健指導、今
後の事業計画あるいは評価等の基礎データと
なっている。

※令和2年度は新型コロナウイルスのため特定健
診受診時に同時に実施していたCOPD検診を中止

とし、慢性閉塞性肺疾患（COPD）進行予防事業
は未実施となった。

【概要】

ジェネリック医薬品差額通知作成の基礎デー
タとして作成するレセプトデータベースに、特
定健診データ及び各種保健指導データを組
み合わせ、燕市オリジナルのデータベースを
作成する。それにより、的確な保健指導対象
者の特定、成果指標及び事業計画作成する。

②
中
長
期
的
に
効
果
の
あ
る
事
業

慢性腎臓病（ＣＫ
Ｄ）進行予防事業

【目的】 重症化予防（人工透析治療への移行防止、
遅延）

【H30 年度】
個別保健指導実施 29 人
（うち行動変容者 13 人）

【R01 年度】
個別保健指導実施 17 人
（うち行動変容者 7 人）

【R02 年度】
個別保健指導実施 6 人
（※行動変容者は今年度中に分析）

個別保健指導を実施した被保険者のうち、保健指
導後の医療機関受診に繋がった効果率は、H30
年度44.8％、R01年度41.2％と実績はあげている

が数値が下がってきている。今後、効果率の維持、
低下を抑えつつ、保健指導実施者数を増やして
いくことが必要。【概要】

特定健診受診者で、燕市で定めた基準（医
師会の指導）を超えかつ、レセプト分析により
治療を受けていない者に対して、個別に自宅
を訪問し受診勧奨を実施

糖尿病性腎症重
症化予防事業

【目的】
重症化予防（人工透析治療への移行防止、
遅延）

【H30 年度】 7 人
( うち完了者 7人)

【R01 年度】 4 人
( うち完了者 4人)

【R02 年度】 3 人
( うち完了者 3人)

本事業については、受療中の方を対象に、人工
透析治療への移行防止・遅延を目的として、他自
治体で実績のある委託業者が主治医と連携し個
別に保健指導する事業で、Ｈ26年度はパイロット
事業として1 0 名が参加。Ｈ2 7年度から事業継承し、
H30年度の参加者7名は事業完了し、その後の
R01年度4名、R02年度3名においてはそれぞれ完
了しており、参加者は概ね事業完了している。

【概要】
受療中の糖尿病から軽度の腎不全者に対し、
主治医と連携のもと外部委託により、保健指
導「生活習慣改善プログラム」を実施する。

特定健診
未受診者対策

【追加健診】

【目的】 特定健診の受診率向上
【H30 年度】受診者 173 人

( うち受診勧奨者 162 人 93.6%)
【R01 年度】受診者 184 人

( うち受診勧奨者 181 人 98.4%)
【R02 年度】受診者 125 人

( うち受診勧奨者 70 人 56.0%)

追加健診受診者はH25年度118人、H26年度141
人、H27年度151人、H28年度148人、H29年度154
人、H30年度173人、R01年度184人、R02年度125

人と、事業開始初年度から毎年着実に実績を上
げてきていた。令和2年度は、新型コロナウイルス

の影響もあり数値が減少したが、受診率向上へ
の貢献度は大きい状況である。毎年、受診者はそ
の９割前後が受診勧奨案内の送付者であり、個
別による受診勧奨案内の効果は、非常に高いこ
とを実証している。また、少なからず新規受診者
の開拓にも繋がっている。

【概要】
集団健診未受診者を対象として、新潟県労
働衛生医学協会の燕・吉田地区会場におい
て追加健診を実施する。

【追加健診
勧奨案内】

【概要】
集団健診未受診者のうち、特に受診率が低
い年代に対して受診勧奨案内を発送

【H30 年度】40 ～63 歳の集団健診未受診者
受診勧奨通知 3,962 通

【R01 年度】40 ～67 歳の集団健診未受診者
受診勧奨通知 3,960 通

【R02 年度】40 ～50 歳の集団健診未受診者
受診勧奨通知 2,998 通 11
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データ：国庫特別調整金対象事業、国保連保健事業

区分 事業名 事業の目的及び概要
実施年度 実施状況

（アウトプット評価）
効果・課題

H28 H29 H30 R1 R2

②
中
長
期
的
に
効
果
の
あ
る
事
業

胃がん対策事業

【目的】 がんの予防及び早期発見

※国民
健康保
険事業
としては
終了

【H28 年度】
・受診者 584 人（受診率 76.3％※）

70 歳 209 人（35.8 ％）
65 歳 192 人（32.9 ％）
60 歳 65 人（11.1 ％）
55 歳 28 人（ 4.8 ％）
50 歳 36 人 ( 6.2 ％）
45 歳 33 人（ 5.6 ％）
40 歳 21 人（ 3.6 ％）

・要精検該当者（BCD 群）283 人(48.5 ％)
うち精密検査受診者
H29.3.31 現在 204 人(72.1 ％)

【H29 年度】
・受診者 555 人（受診率 73.5％※）

70 歳 223 人（40.2 ％）
65 歳 149 人（26.9 ％）
60 歳 59 人（10.6 ％）
55 歳 40 人（ 7.2 ％）
50 歳 33 人 ( 5.9 ％）
45 歳 30 人（ 5.4 ％）
40 歳 21 人（ 3.8 ％）

・要精検該当者（BCD 群）291 人(52.4 ％)
うち精密検査受診者
H30.3.31 現在 227 人(78.0 ％)

【H30 年度】
・受診者 457 人（受診率 68.2％※）

70 歳 203 人（44.4 ％）
65 歳 109 人（23.9 ％）
60 歳 35 人（ 7.7 ％）
55 歳 35 人（ 7.7 ％）
50 歳 28 人 ( 6.1 ％）
45 歳 25 人（ 5.5 ％）
40 歳 22 人（ 4.8 ％）

・要精検該当者（BCD 群）250 人(54.7 ％)
うち精密検査受診者
R1.5.22 現在 190 人(76.0 ％)

※受診率は、年齢該当者のうち問診によ
り受診できない者を除外し算出

Ｈ30年度は457人68.2％が受診し、その後受診者
全員に結果及び、精密検査が必要なＢ・Ｃ・Ｄ群
250人に対しては、それぞれの状況にあわせた精
密検査勧奨案内を同封し送付した。その結果、
R1.5.22現在で190人76.0％が精密検査を受診し、
5人（H29は5人）に早期がんが発見されている。

本市では、精密検査が必要な方は精密検査を受
診し医師の指示に従うことが重要と考えており、
精密検査未受診の方を医療データベース等から
特定し、再度精密検査の受診勧奨案内を送付し
ている。がん発見率が従来の胃がんレントゲン検
診に比べて高いこと、或いは高齢者ほど要精検
率が高い状況から、H27年度から対象年齢に70
歳を加え、事業を拡大したうえで継続実施した。

なお、令和元年度から燕市国民健康保険事業か
ら一般会計事業として実施されることに伴い、国
民健康保険事業としては平成30年度で終了しま
した。

【概要】

胃がん発症の要因である「ピロリ菌」
検査を特定健診時の血液を利用し実
施（40・45・50・55・60・65・70歳の希望
者を対象-1,000円の自己負担）するこ

とで、胃がんの予防、早期発見に繋
げる。

12データ：燕市データヘルス計画

H25～H30



データ：燕市データヘルス計画

データ：国庫特別調整金対象事業、国保連保健事業

区分 事業名 事業の目的及び概要
実施年度

実施状況
（アウトプット評価）

効果・課題
H28 H29 H30 R01 R02

②
中
長
期
的
に
効
果
の
あ
る
事
業

慢性閉塞性肺疾患
（COPD）進行予防
事業

【目的】 慢性閉塞性肺疾患（COPD)の早期発見

【H29 年度】
・受診者 対象者1,061 人のうち

375 人（受診率 35.3％）
40 歳代 37 人（41.1 ％）
50 歳代 44 人（24.6 ％）
60 歳代 191 人（37.5 ％）
70 歳代 103 人（36.5 ％）

・要精検該当者26 人( 6.9 ％)
うち精密検査受診者
H30.3.31 現在15 人(57.7 ％)

【H30 年度】
・受診者 対象者1,030 人のうち

329 人（受診率 31.9％）
40 歳代 30 人（22.3 ％）
50 歳代 43 人（25.9 ％）
60 歳代 146 人（34.3 ％）
70 歳代 110 人（36.1 ％）

・要精検該当者26 人( 7.9 ％)
うち精密検査受診者
H31.3.31 現在14 人(53.8 ％)

【R01 年度】
・受診者 対象者838 人のうち

276 人（受診率 32.9％）
40 歳代 16 人（38.1 ％）
50 歳代 31 人（32.0 ％）
60 歳代 118 人（32.4 ％）
70 歳代 111 人（33.1 ％）

・要精検該当者5 人 ( 1.8 ％)
うち精密検査受診者
R2.3.31 現在 4 人(80.0 ％)

H29年度は375人35.3％が受診し、精密検査が必
要な26人に対して、検査結果とともに精密検査勧
奨案内を送付した。その結果、15人57.69％が精
密検査を受診し、12人がCOPDの診断を受け、ま
た1人に拘束性換気障害が発見された。

H30年度は329人31.9％が受診し、精密検査が必
要な26人に対して、検査結果とともに精密検査勧
奨案内を送付した。その結果、14人53.84％が精
密検査を受診し、14人全員がCOPDの診断を受
けた。

R1年度は276人32.9％が受診し、精密検査が必
要な5人に対して、検査結果とともに精密検査勧
奨案内を送付した。その結果、4人80.00％が精密
検査を受診し、4 人全員がCOPDの診断を受けた。

COPDの認知度が低いために医療機関にかかる
ことがなく重症化しており、早期発見ができてい
ないのが現状である。
本事業を継続実施していくことにより、認知度を
向上させるとともに、ハイリスク者の医療機関へ
の受診勧奨を早期に実施することが、早期発見
に繋がる。

【概要】

特定健診（集団健診）実施時に、喫煙或い
は喫煙歴のある者を対象として、簡易ス
パイロメータを用いた気流閉塞症例
（COPD）によるスクリーニング検査を実施

【R02 年度】
令和2年度は新型コロナウイルスのため特定健診受診時に同時に実施していたCOPD検診を中

止とし、慢性閉塞性肺疾患（COPD）進行予防事業は未実施となった。

13
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データ：燕市データヘルス計画

区分 事業名 事業の目的及び概要

実施年度
実施状況

（アウトプット評価）
効果・課題

H28 H29 H30 R01 R02

②
中
長
期
的
に
効
果
の
あ
る
事
業

脳梗塞再発予防事
業

【目的】 脳梗塞治療中断者の再発阻止

【H30 年度】
個別保健指導実施 8 人
（うち行動変容者 4 人）

【R01 年度】
個別保健指導実施 12 人
（うち行動変容者 3 人）

【R02 年度】
個別保健指導実施 15 人
（※行動変容者は今年度中に分析）

H27年度に激増した医療費については、医療費

分析の結果、高額レセプト発生の増加が大きな
要因であり、その中で特に「脳梗塞」の増加が大
きい状況となっていた。

脳梗塞については、生活習慣に起因した疾患と
の関連が強いと考えられており、特に治療中断
者の再発率が高く、また、再発した場合には重篤
となるケースが多いと言われている。

的確な保健指導を実施することにより、脳梗塞の
再発を遅延あるいは阻止し、被保険者の生活の
質（QOL)の維持を図るとともに、医療費の削減に
繋げるため、H28年度より取組を開始した事業で
ある。

個別保健指導を実施した被保険者のうち、保健
指導後の医療機関受診に繋がった効果率は、
H28 年度54. 5％、H29 年度3 8 .5％、H3 0 年度50 .0 ％、
R01年度25.0％と実績をあげている。

今後、事業の継続を維持しつつ、燕市医療データ
ベースを基に、指導前後の状態について分析を
行いながら、その分析結果を踏まえ今後の事業
実施に活かしていくことが重要である。

【概要】

レセプト分析等から、医師会の指導等に
よる条件に基づき、脳梗塞の再発リスクが
高いと考えられる者をリストアップ。市の
（臨時）看護職員が個別に自宅を訪問し、
医療機関への適正受診或いは食生活を
含めた生活習慣の改善等について、保健
指導を実施する。
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令和3年8月26日

燕市健康福祉部 保険年金課

国民健康保険

保険者努力支援制度の結果について

1

資料②



国民健康保険の令和３年度保険者努力支援制度
（取組評価分）の結果について

2

国が実施している国民健康保険の保険者努力支援制度は、

保険者である市町村・都道府県における予防・健康づくり、医

療費適正化等の取組状況に応じて交付金を交付することで、

市町村の国民健康保険の財政基盤を強化する制度です。

このたび、燕市における特定健診受診率の向上、ジェネリッ

ク医薬品の普及啓発などの取組みが評価され、令和3年度

の集計値で燕市が県内１位、全国30位となりました。



【令和３年度保険者努力支援制度の集計結果の概要】

3

【1.点数・順位】

燕市は1,000点満点中、794点を獲得しています。

順位は 県内30市町村中 １位、全国1741市町村

中30位 となっています。

※全国平均555.5点 県平均633.3点

【2.交付金額】

令和3年度：44,021千円（前年度比＋7,303千円）



4

【3.評価指標と得点の内訳】

共通指標のうち指標１の健診受診率や保健指

導率、指標６のジェネリック医薬品の使用割合が

前回から大きく向上しており、これまでの取組みが

実を結んだものと考えられます。
共通指標の実績

今回 前回

指標１
特定健診受診率・特定保健指導率・メタ
ボ該当者及び予備軍の減少率

190 120 55

指標２
がん検診受診率・歯周疾患（病）検診受
診率

70 28 30

指標３
糖尿病等の重症化予防の取組の実施
状況 120 90 120

指標４
個人インセンティブ・分かりやすい情報
提供

110 110 110

指標５ 重複服薬者に対する取組の実施状況 50 50 50

指標６ 後発医薬品の促進の取組・使用割合 130 110 40

670 508 405

配点
燕市（得点）

共通

合計

固有指標の実績

今回 前回

指標１ 収納率向上に関する取組の実施状況 100 70 60

指標２ データヘルス計画策定状況 40 40 40

指標３ 医療費通知の取組の実施状況 25 25 25

指標４
地域包括ケア推進・一体的実施の取組
の状況

30 30 25/25

指標５ 第三者求償の取組の実施状況 40 38 40

指標６ 適正かつ健全な事業運営の実施状況 95 83 80

330 286 270

配点
燕市（得点）

固有

合計


